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電気通信事業法第３４条第１項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定に係る告示

の一部改正案に対する意見募集の結果及び再意見の募集 
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提出意見： 

イーアクセスを買収（業務提携）した時点で従来の第二種指定の条件を満たしている。ソフト

バンクが拒絶する理由は一切無い。 

そもそも「ドコモを超える」と常々発言しているソフトバンクが、第二種指定を拒絶するパブリッ

クコメントを寄せていること自体ナンセンスである。 

さっさとソフトバンクに適用し、接続料の詳細を全て嘘偽りなく開示させるべきであり、不当に

高いのは目に見えているのだから早急に接続料を下げさせるべきである。これら不利益は全

て他社並びに他社ユーザーの負担となっている事をいい加減認識して公表し指導すべきで

ある。 

それが出来ないのであれば行政など不要なので、総務省は解体されるべきではないだろう

か。 

 


